
富里市農業災害対策資金債務保証料補助金交付要綱 

 

（令和元年１２月１９日告示第６６号） 

 

改正  令和５年３月１４日告示第３０号 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、災害により被害を受けた農業者（以下「被害農業者」という。）

が農業経営の安定又は施設の復旧のために要する資金を融資機関から借り入

れ、かつ、被害農業者が千葉県農業信用基金協会（以下「基金協会」という。）

の債務保証を利用する場合において、当該融資機関に対し、富里市補助金等

交付規則（平成１９年規則第１０号。以下「規則」という。）、千葉県農業災

害対策資金債務保証料補助金交付要綱及びこの要綱に基づき、予算の範囲内

で債務保証料補助金（以下「補助金」という。）を交付する。 

（対象となる災害及び補助率） 

第２条 補助金の交付対象となる災害及び補助率は、別表のとおりとする。  

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、毎年１月１日から１２月３１日までの期間における別

表に規定する災害別の平均債務保証料残高（計算期間中において、最高保証

料残高の等しい期間ごとに算出した毎日の残高（延滞額を除く。）の和を３６

５で除して得た金額）に対し、別表に規定する補助率を用いて計算した金額

の合計とする。 

 （交付申請及び実績報告） 

第４条 融資機関は、市長が定める日までに富里市農業災害対策資金債務保証

料補助金交付申請書及び実績報告書（別記第１号様式）を市長に提出しなけ

ればならない。 

 （交付の決定及び交付確定） 

第５条 市長は、前条に規定する交付申請及び実績報告があった場合は、速や

かに内容を審査し、適当と認められる場合は、規則第８条及び第１６条の規

定により申請者に通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第６条 申請者は、規則第１８条の規定により補助金を請求しようとするとき

は、富里市農業災害対策資金債務保証料補助金交付請求書（別記第２号様式）

を市長に提出しなければならない。 

 （補助金の打切り又は返還） 



第７条 市長は、被害農業者がその借入金をその目的に反して使用したとき、

又は市と契約を結んだ融資機関が当該契約事項に違反したとき、若しくは償

還が不能となり基金協会による代位弁済がなされたときは、交付すべき補助

金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは

一部の返還を命ずることができる。 

 （補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この告示は、公示の日から施行し、令和２年度分の予算に係る補助金から

適用する。 

（失効） 

２ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

附 則（令和５年３月１４日告示第３０号） 

この告示は、公示の日から施行する。ただし、第３４条の規定は、令和５年

４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

災害 補助率 

令和元年９月９日の台風１５号、令

和元年１０月１２日の台風１９号及

び令和元年１０月２５日の大雨 

０．１８％ 

 



別記 

第１号様式（第４条関係） 

 

富里市農業災害対策資金債務保証料補助金交付申請書及び実績報告書 

 

番     号  

年  月  日  

 

 富里市長         様 

住  所 

名  称 

代表者名 

 

 

年度において、富里市農業災害対策資金債務保証料補助金の交付を受けたい

ので、富里市補助金等交付規則第５条及び第１５条並びに富里市農業災害対策資金債

務保証料補助金交付要綱第４条の規定により、下記のとおり交付を申請し、及び実績

を報告します。 

  

記 

１ 補助金の額                円 

２ 補助の実績 別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式　別紙

　保　証 当初貸付 保証終了 期　　首 期　　中 期　　中 期　　末 補助対象 平均債務

災害名 借受者名 　開始日 (債務保証) 予定年月日 債務保証 債務保証 債務保証 債務保証 債務保証 保証期間 日数 積　数 保証残高 補助率 補助額

（貸　付 金　　額 （最　終 残　　高 増 加 額 減 少 額 残　　高 残　　高  (積数÷365)

　実行日） 　償還日） (貸付額) (償還額) Ａ Ｂ Ａ×Ｂ Ｃ Ｄ Ｃ×Ｄ

千円 　　　千円 　　　千円 　　　千円 　　　千円 　　千円 　日 　　千円 　　　　　円 　　％ 　　　　円

　合　計

＜注＞　

（１） この表には，借受者ごとに補助額の算出内訳を記入し，小計を入れること。

（２） 「期首債務保証残高」は，１月１日の残高とする。

（３） 「期末債務保証残高」は，１２月３１日の残高とする。

（４） 「保証期間」は，保証残高の異動ごとに最高保証残高の等しい日をまとめて，その期間（H○.○.○～H○.○.○）を記入する。

（５） 「平均債務保証残高」は，上記（５）の保証期間ごとに毎日の最高保証残高の和（積数）を算出し，その積数を３６５で除して得た額を記入する。（１円未満切捨て）

（６） 「補助額」の算出に当たっては，保証残高の異動ごとに最高保証残高の等しい日をまとめて「補助額（Ｃ×Ｄ）」まで算出し，それぞれを合算して小計とすること。（１円未満切捨て）



第２号様式（第６条関係） 

 

富里市農業災害対策資金債務保証料補助金交付請求書 

 

番     号  

 年  月  日  

 

 富里市長        様 

住  所 

名  称 

代表者名 

 

    

年   月   日 付 け     第   号 に よ り 額 の 確 定

の あ っ た 富 里 市 農 業 災 害 対 策 資 金 債 務 保 証 料 補 助 金 に つ い て 、

富 里 市 補助金 等交付 規則第１ ８条及び 富 里 市 農 業 災 害 対 策 資 金 債

務 保 証 料 補 助 金 交 付 要 綱 第 ６ 条 の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 交 付

を 請 求 し ま す 。  

交 付 請 求 額               円  

 

 

交 付 請 求 額               円  

 

 

 


